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目黒区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２８年４月１日付け目健介第１３８号決定 

平成３０年１月２９日付け目健介第４９７９号一部改正 

   平成３０年３月２６日付け目健介第６０７２号一部改正 

平成３０年７月１３日付け目健介第１９３９号一部改正 

令和３年４月１日付け目健介第１５５２号一部改正 

令和６年４月１日付け目健介第５９０１号一部改正 

令和７年４月１日付け目健介第２７３５号一部改正 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事

業」という。）の実施について、法、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。 

 

（総合事業の対象者） 

第３条 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する第１号事業（以下「第１号事業」

という。）の対象者（以下「第１号事業対象者」という。）は、次に掲げる者とする。 

（１）居宅要支援被保険者 

（２）省令第１４０条の６２の４第２号に規定する被保険者（以下「サービス事業対

象者」という。） 

（３）居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、

地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス（以下こ

の号において「要介護認定によるサービス」という。）を受ける日以前に前２号の

いずれかに該当し、第１号事業（省令第１４０の６２の３第１項第２号の規定に
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より区が補助するものに限る。以下この号において同じ。）のサービスを受けて

いたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第１号事

業のサービスを受けるもの（区長が必要と認める者に限る。） 

２ 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業（以下「一般介護予防事業」と

いう。）の対象者は、被保険者（第１号被保険者に限る。）及びその支援のための活

動に関わる者とする。 

 

（要件の確認） 

第４条 前条第１項第２号に掲げる者の要件の確認は、地域包括支援センターの職員

が、介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣

が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）様式第１を用いて、当該者

と面接して行うものとする。 

 

（届出書の提出） 

第５条 第１号介護予防支援事業を受けることを希望する第１号事業対象者は、目黒

区介護保険に関する様式を定める要綱（平成１８年４月１日付け目健介第３号決定）

第４０号に規定する届出書を目黒区長（以下「区長」という。）に提出しなければな

らない。 

 

（被保険者証の交付） 

第６条 区長は、前条の規定により届出書の提出があったときは、当該第１号事業対

象者を受給者台帳に登録し、被保険者証及び負担割合証を交付するものとする。 

 

（苦情等の処理） 

第７条 区長は、総合事業の利用者及びその家族から総合事業に関する苦情を受け付

けた場合は、必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

２ 区長は、総合事業の利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち目黒区（以下

「区」という。）で対応できないものについては、その対応を東京都国民健康保険団

体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８３条に規定する国民

健康保険団体連合会で、同法第８４条の規定に基づき東京都知事の認可を受け設立

された団体をいう。以下同じ。）に依頼することができる。 

３ 区長は、指定事業者が行う第１号事業の利用者及びその家族からの苦情申立てに

基づく事業者に対する調査及び指導助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼

することができる。 

４ 指定事業者は、前項の規定に基づく調査に協力しなければならない。 

５ 指定事業者は、第３項の規定に基づく指導助言に従って必要な改善を行わなけれ
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ばならない。 

６ 指定事業者は、前項の規定に基づき必要な改善を行った場合に東京都国民健康保

険団体連合会から当該改善の内容の報告の求めがあったときは、当該改善の内容を

報告しなければならない。 

 

第２章 第１号事業の実施 

（第１号事業の実施） 

第８条 区長は、第１号事業として次に掲げる事業を実施する。 

（１）第１号訪問事業 

ア 第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス事業） 第１号訪問事業の

うち、区長が別に定める基準に基づくもので、旧介護予防訪問介護に相当する

もの 

イ 第１号訪問事業訪問介護（区独自基準サービス事業） 第１号訪問事業のう

ち、区長が別に定める基準に基づくもので、旧介護予防訪問介護のうち生活援

助を中心とし、サービス提供時間が６０分以内のもの 

ウ 訪問型支え合い事業 要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、

主に住民ボランティア等、住民主体の自主的な活動として行う生活援助等の多

様な支援を行う事業 

エ 訪問型短期集中予防サービス事業 第１号事業対象者の居宅において、保健・

医療の専門職により提供する支援で、３か月から６か月までの短期間で行われ

るもの 

（２）第１号通所事業  

ア 第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス事業） 第１号通所事業の

うち、区長が別に定める基準に基づくもので、旧介護予防通所介護に相当する

もので、サービス提供時間が３時間以上のもの 

イ 第１号通所事業通所介護（区独自基準サービス事業） 第１号通所事業のう

ち、区長が別に定める基準に基づくもので、旧介護予防通所介護のうち、機能

訓練もしくは食事、入浴といった日常生活支援に特化し、サービス提供時間が

３時間未満のもの 

ウ 通所型支え合い事業 住民主体による第１号事業対象者等を中心とした定期

的な利用が可能な自主的な通いの場を提供する事業 

エ 通所型短期集中予防サービス事業 通所介護事業所等において、保健・医療

等の専門職により提供する支援で、３か月から６か月までの短期間で行われる

もの 

（３）第１号生活支援事業  

（４）第１号介護予防支援事業 

ア 介護予防ケアマネジメントＡ 地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日
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付け厚生労働省老健局老発第０６０９００１号。以下「実施要綱」という。）

別紙別記１の（１）のイの（エ）の④の（ａ）に規定する第１号介護予防支援

事業 

イ 介護予防ケアマネジメントＣ 実施要綱別紙別記１の（１）のイの（エ）の

④の（ｃ）に規定する第１号介護予防支援事業 

（５）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

 

（指定事業者の指定） 

第９条 法第１１５条の４５の３第１項の指定（以下「指定事業者の指定」という。）

は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める事業者の申請により、

当該事業を行う事業所ごとに行うものとする。 

（１）第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス事業）及び第１号訪問事業訪

問介護（区独自基準サービス事業） 法第７０条第１項の規定による指定を受け

た訪問介護を行う事業者 

（２）第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス事業）及び第１号通所事業通

所介護（区独自基準サービス事業） 法第７０条第１項の規定による指定を受け

た通所介護を行う事業者又は法第７８条の２第１項の規定による指定を受けた

地域密着型通所介護を行う事業者 

２ 法第５８条第１項の規定により区長から介護予防支援事業者として指定を受け

ている事業者（目黒区地域包括支援センター事業実施要綱（平成２０年７月２５日

付け目健高第２８８９号決定）第３条第２項の規定により設置された地域包括支援

センター（以下「地域包括支援センター」という。）の設置者に限る。）は、第１号

介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものに限る。）に係る指定事業者の

指定を受けたものとみなす。 

 

（事業の委託） 

第１０条 第１号訪問事業、第１号通所事業及び第１号生活支援事業の実施は、省令

第１４０条の６２の３第２項各号の基準に該当する事業者等に委託又は補助をす

ることにより行うことができる。 

２ 第１号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものを除く。）の実施は、地

域包括支援センターに委託することにより行うことができる。 

３ 第１号介護予防支援事業（居宅要支援者に係るものに限る。）を実施する事業者

は、指定居宅介護支援事業者に委託することにより行うことができる。 

４ 前項の規定により指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、省令第１４０条の

７０第１項及び第２項に規定する第１号介護予防支援事業の委託に係る届出書を

区長に提出しなければならない。ただし、省令第１４０条の３５第１項及び第２項

に規定する指定介護予防支援の委託に係る届出書を区長に提出している場合は、第
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１号介護予防支援事業の委託に係る届出書を提出したものとみなす。 

 

（第１号訪問事業、第１号通所事業及び第 1 号介護予防支援事業に要する費用の額） 

第１１条 第１号訪問事業、第１号通所事業及び第１号介護予防支援事業に要する費

用の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）第１号訪問事業訪問介護（予防給付相当サービス事業及び区独自基準サービ

ス事業） 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第

９３号。以下「単価告示」という。）の規定により区が属する地域区分の項中に

掲げる訪問介護の割合に１０円を乗じて得た額に、指定介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号。以

下「費用の額の算定に関する基準」という。）の例により区長が別に定める単位

数を乗じて得た額 

（２）第１号通所事業通所介護（予防給付相当サービス事業及び区独自基準サービス

事業） 単価告示の規定により区が属する地域区分の項中に掲げる通所介護の割

合に１０円を乗じて得た額に、費用の額の算定に関する基準の例により区長が別

に定める単位数を乗じて得た額 

（３）第１号介護予防支援事業 単価告示の規定により区が属する地域区分の項中に

掲げる介護予防支援の割合に１０円を乗じて得た額に、区長が別に定める単位数

を乗じて得た額 

２ 前項の規定により第１号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

 

（第１号訪問事業、第１号通所事業及び第１号介護予防支援事業の費用の支給） 

第１２条 区長は、第１号事業対象者が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、

第１号事業費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。 

（１）第１号訪問事業 前条第１項第１号に定める費用の額の１００分の９０に相当

する額 

（２）第１号通所事業 前条第１項第２号に定める費用の額の１００分の９０に相当

する額 

（３）第１号介護予防支援事業 前条第１項第３号に定める費用の額の１００分の１

００ 

２ 第１号被保険者であって、法第５９条の２第１項に規定する政令で定める額以上

の所得を有する第１号事業対象者（次項に規定する第１号事業対象者を除く。）に

対する前項の規定の適用については、同項第１号及び第２号の規定中「１００分の

９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

３ 第１号被保険者であって、法第５９条の２第２項に規定する政令で定める額を超

える政令で定める額以上の所得を有する第１号事業対象者に対する第１項の規定
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の適用については、同項第１号及び第２号の規定中「１００分の９０」とあるのは、

「１００分の７０」とする。 

 

（第１号事業費の支給限度基準額） 

第１３条 前条の規定による第１号事業費の額は、当該第１号事業対象者が受ける第

１号事業に係るサービス（居宅要支援被保険者にあっては、法第８条の２第１項に

規定する介護予防サービスを含む。）（以下「第１号事業サービス」という。）につい

て算定される単位数の合計が、別表に定める単位数を上限とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、退院直後等の理由により短期間集中的に第１号事業の

利用が必要であるサービス事業対象者については、地域包括支援センター長が、当

該サービス事業対象者が短期間集中的に第１号事業を利用する必要がある旨を区

長に申し出ることにより、別表に定める単位数を上限として第１号事業サービスを

受けることができるものとする。 

 

（高額介護予防サービス費相当事業費の支給） 

第１４条 区長は、第１号事業対象者が利用した第１号訪問事業又は第１号通所事業

に要した費用の合計額について、法第６１条第１項の規定による高額介護予防サー

ビス費の支給の例により、高額介護予防サービス費相当事業費を支給する。 

２ 前項の支給に関する事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給） 

第１５条 区長は、第１号事業対象者が利用した第１号訪問事業又は第１号通所事業

に要した費用の合計額及びその他の医療保険各法に係る利用者負担額等の合計額

が著しく高額であるときは、法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サー

ビス費に相当する事業費を支給することができる。 

２ 前項の支給に関する事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（報告及び調査） 

第１６条 区長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保

するため、必要に応じて、法第１１５条の４５の７の規定に基づき指定事業者に対

する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受注者に対する事業の

実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。 

 

第３章 一般介護予防事業 

（一般介護予防事業の実施） 

第１７条 区長は、一般介護予防事業として次に掲げる事業を実施する。 

（１）介護予防把握事業 
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（２）介護予防普及啓発事業 

（３）地域介護予防活動支援事業 

（４）一般介護予防事業評価事業 

（５）地域リハビリテーション活動支援事業 

２ 前項各号に掲げる事業の実施は、それぞれ当該事業の実施要綱等により行うもの

とする。 

 

第４章 委任 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は区長が

別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  付 則（平成３０年１月２９日付け目健介第４９７９号） 

この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。 

  付 則（平成３０年３月２６日付け目健介第６０７２号） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第１１条及び第１２条の規定は、平成３０年４月以後

に利用する事業に要する費用の額について適用し、同日前に利用した事業に要す

る費用の額については、なお従前の例による。 

  付 則（平成３０年７月１３日付け目健介第１９３９号） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第１２条の規定は、平成３０年８月以後に利用する事

業に要する費用の額について適用し、同日前に利用した事業に要する費用の額に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（令和３年４月１日付け目健介第１５５２号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年４月１日付け目健介第５９０１号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年４月１日付け目健介第２７３５号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第１３条関係） 

対象者区分 支給限度 

サービス事業対象者 

要支援１に該当する者 

居宅介護サービス費区分支給限度基準

額及び居宅支援サービス費区分支給限

度基準額（平成１２年厚生省告示第３

３号（以下「区分支給限度額基準額告

示」という。以下同じ。）第２号イに掲

げる単位数 

要支援２に該当する者 

第１３条第２項に規定する者 

区分支給限度額基準額告示第２号ロに

掲げる単位数 

 


